
平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日
受
領

答

弁

第

二

一

三

号

内
閣
衆
質
一
八
六
第
二
一
三
号

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊
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文

明
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衆
議
院
議
員
杉
本
か
ず
み
君
提
出
特
定
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
特
例
退
職
被
保
険
者
の
保
険
料
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
杉
本
か
ず
み
君
提
出
特
定
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る
特
例
退
職
被
保
険
者
の
保
険
料
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
て
い
る
特
例
退
職
被
保

険
者
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
被
保
険
者
の
二
分
の
一
以
上
の
同
意
を
得
て
作
成
し
、
又
は

同
法
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
組
合
会
の
議
決
を
経
て
変
更
さ
れ
る
規
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

「
恣
意
的
な
標
準
報
酬
月
額
の
設
定
を
許
容
す
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
公
費
負
担
を
行
う
も
の
で
も
な
い

た
め
、
「
国
家
財
政
の
懸
念
事
項
で
あ
る
社
会
保
障
費
の
増
大
に
つ
な
が
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
ず
、
現
時
点
で
は
、

御
指
摘
の
点
を
も
っ
て
同
項
の
規
定
を
見
直
す
予
定
は
な
い
。

な
お
、
社
会
保
障
費
の
増
大
の
抑
制
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八

十
号
）
に
基
づ
き
、
医
療
費
の
適
正
化
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


